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行政手続法（平成五年法律第八十八号） 

第三条  

３ 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分（その根拠となる規定が

条例又は規則に置かれているものに限る。）及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出（前条第七

号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。）並びに地方公共団体の機関が命

令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。 

第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとす

るときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない

限り、これを公表しなければならない。 

第四十六条 地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされ

た処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にの

っとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 


